
※eLTAX利用に関するお問い合わせ

◇受付時間：午前8時30分から午後9時（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始12/29～1/3を除く）

　　　　　　０４５－７５９－３９３１（IP電話・PHSなどをご利用の場合、通常通話料金）
◇電話番号：０５７０－０８１４５９（全国一律市内通話料金）

◆eLTAXは、地方公共団体で組織する『一般社団法人　地方税電子化協議会』が

　運営しています。

 ◎ 利用可能な手続き

税目

　で作成した申告データが利用できます。

電　子　申　告

 ◎ eLTAXの利用について

◆eLTAXサービスの利用は無料です。

◆電子申告を利用するには、パソコン環境や利用者IDの取得、必要に応じて電子証

　明書などを事前に準備する必要があります。

◆無料のeLTAX対応ソフトフェア（PC desk）や、市販の税務･会計ソフトウェア

○全資産申告
○増加資産・減少資産申告
○修正申告

固定資産税
(償却資産)

電子申請・届出

○特別徴収義務者の所在地
・名称変更届

○予定・中間申告
○確定申告
○修正申告

法人村民税
○法人設立・設置届
○法人異動届

○給与支払報告書
○特別徴収に係る給与所得者異動届出書
○普通徴収から特別徴収への切替申請
○退職所得に係る納入申告及び特別徴収票
○退職所得に係る特別徴収税額納入内訳届出書
○公的年金等支払報告書

個人住民税

ご利用下さい！ 

 渡嘉敷村では、平成25年11月25日から地方税電子申告システム(eLTAX：ｴﾙﾀｯ

ｸｽ)を利用した、インターネットによる電子申告受付サービスを開始しました。 

 これまで窓口や郵送で行っていた手続きが、自宅やオフィスなどから手軽に

行うことができます。 


